
中
国
は
自
動
車
大
国
で
あ
る
。
二
○
○
五
年
に

は
年
間
生
産
台
数
は
約
五
七
一
万
台
に
、
保
有
台

数
は
約
三
一
五
九
万
台
に
そ
れ
ぞ
れ
達
し
た
。
同

時
に
、
自
動
車
の
静
脈
セ
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
廃

車
に
な
っ
て
以
降
の
処
理
や
リ
サ
イ
ク
ル
に
目
を

向
け
る
な
ら
ば
、
中
国
が
そ
の
分
野
に
お
い
て
も

大
国
に
な
る
の
は
必
然
の
こ
と
で
あ
る
。
二
○
○

五
年
の
廃
車
台
数
は
約
五
六
万
二
○
○
○
台
で
あ

っ
た
が
（
表
１
）、
今
後
は
急
増
の
一
途
を
辿
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
多
く
の
国
々
で
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
自
動
車
の
静
脈

セ
ク
タ
ー
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

実
は
筆
者
自
身
も
つ
い
三
年
ほ
ど
前
か
ら
中
国
調

査
を
始
め
た
ば
か
り
で
、
よ
う
や
く
研
究
の
端
緒

に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
現
地
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
調
査
に
よ
る
知
見
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
中
国
に
お
け
る
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
の

現
状
に
つ
い
て
素
描
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
本

稿
で
は
特
に
廃
車
の
回
収
や
解
体
処
理
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
に
す
る
。

●
廃
車
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
の
経
緯

中
国
で
自
動
車
生
産
が
開
始
さ
れ
た
の
は
一
九

五
○
年
代
か
ら
で
あ
る
が
、
廃
車
の
リ
サ
イ
ク
ル

政
策
が
開
始
さ
れ
た
の
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
で

あ
る
。
以
降
、
従
前
の
法
規
や
シ
ス
テ
ム
を
踏
襲

し
つ
つ
、
中
国
の
実
情
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
、

特
色
あ
る
制
度
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
中
国
の
現

状
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
ず
は
中
国
政
府
に
よ
る

こ
れ
ま
で
の
政
策
の
経
緯
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

が
有
用
で
あ
ろ
う
。

一
九
八
○
年
代
に
は
、
廃
車
発
生
後
の
す
み
や

か
な
回
収
と
解
体
処
理
の
実
施
、
車
両
の
再
組
立

の
禁
止
、
再
生
金
属
資
源
と
し
て
の
廃
車
の
素
材

リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
裏
を
返
す
と
、

こ
う
し
た
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
廃
車
や
中
古

部
品
を
ど
こ
か
ら
か
収
集
し
て
き
て
勝
手
に
車
両

を
組
立
て
て
走
行
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
整

備
不
良
に
よ
る
交
通
事
故
が
多
発
し
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
自
動
車
廃
棄
標
準
」と
い
う
、

自
動
車
の
使
用
年
限
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

新
車
購
入
後
、
車
種
や
用
途
ご
と
に
定
め
ら
れ
た

年
数
・
走
行
距
離
に
達
す
る
と
、
い
か
に
使
用
可

能
で
あ
っ
て
も
強
制
的
に
廃
車
さ
れ
る
と
い
う
制

度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
般
の
乗
用
車
は
一
五
年

間
、
タ
ク
シ
ー
は
八
年
間
と
い
っ
た
よ
う
な
具
合

で
あ
る
。

続
く
一
九
九
○
年
代
に
は
、
よ
り
本
格
的
な
廃

車
回
収
解
体
に
関
す
る
法
規
が
う
ち
出
さ
れ
、
政

府
に
よ
る
廃
車
の
管
理
や
取
扱
い
が
徐
々
に
厳
し

く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
特
徴
的
な
の

は
、
エ
ン
ジ
ン
・
ス
テ
ア
リ
ン
グ
装
置
・
ト
ラ
ン

ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
車
軸
、
フ
レ
ー
ム
と
い
う
五
大

品
目
を
廃
車
解
体
時
に
破
壊
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
規
制
で
あ
る
。
そ
の
五
大
品
目
は

も
ち
ろ
ん
、
廃
車
自
体
の
市
場
で
の
取
引
も
一
切

禁
止
さ
れ
た
。
中
古
部
品
の
リ
ユ
ー
ス
は
推
奨
さ

れ
た
も
の
の
、
補
修
に
お
け
る
五
大
品
目
の
使
用

や
リ
ビ
ル
ト
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
中
国
の
廃
車
政
策
の
基
本
方
針
は
、

①
廃
車
お
よ
び
五
大
品
目
の
リ
ユ
ー
ス
の
禁
止
、

お
よ
び
②
廃
車
の
素
材
リ
サ
イ
ク
ル
の
徹
底
と
い

う
二
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
い

え
、
当
時
は
国
内
に
数
千
社
の
大
小
様
々
な
解
体

業
者
が
存
在
し
て
お
り
、
政
府
に
よ
る
管
理
が
徹

底
さ
れ
て
お
ら
ず
、
廃
車
や
五
大
品
目
の
売
買
、

リ
ユ
ー
ス
な
ど
の
違
法
行
為
が
横
行
し
、
廃
車
の

不
適
正
処
理
な
ど
の
問
題
も
日
常
的
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

●
﹁
廃
棄
自
動
車
回
収
管
理
方
法
﹂

二
○
○
一
年
に
現
在
の
基
本
法
で
あ
る
「
廃
棄

中
国
に
お
け
る
廃
車
リ
サ
イ
ク
ル

特集／アジアにおける３Ｒ─廃棄物減量化に向けて

平
岩
幸
弘

アジ研ワールド・トレンド No.145（2007．10）─8



自
動
車
回
収
管
理
方
法
」（
通
称
、
三
○
七
号
令
）

が
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
上
記
の
二
つ
の
方
針

は
維
持
さ
れ
、
五
大
品
目
の
破
壊
処
理
や
再
組
立

の
禁
止
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
廃
車

の
流
通
を
管
理
す
る
た
め
に
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
解

体
業
者
へ
の
廃
車
の
受
け
渡
し
や
そ
の
手
続
き
が

厳
格
化
さ
れ
た
。
解
体
業
者
に
お
い
て
も
、
設
立

条
件
や
作
業
工
程
な
ど
が
規
範
化
さ
れ
、
そ
れ
を

政
府
が
審
査
・
認
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
そ
れ
ま
で
混
乱
し
て
い
た
解
体
業
界
の
整
理

・
再
編
が
企
図
さ
れ
、
全
国
の
認
証
解
体
業
者
は

解
体
業
者
はは

約
三
六
○
社
程
度
に
ま
で
抑
制
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
諸
規
制
か
ら
成
る
三
○
七
号
令
は
、
静
脈
セ
ク

タ
ー
の
「
フ
ォ
ー
マ
ル
化
」
を
目
指
し
た
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
単
に
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
自
動
車
静
脈
産
業
政
策
と
い
う
色

彩
が
強
い
政
策
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
三
○
七
号
令
に
基
づ
く
廃
車
の
回
収

・
解
体
処
理
の
流
れ
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う

（
図
１
）。
実
際
は
各
地
域
の
事
情
に
合
わ
せ
て

地
方
政
府
に
よ
り
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
た
め
多

少
の
差
異
は
あ
る
が
、
以
下
の
基
本
的
な
流
れ
は

ほ
ぼ
全
国
共
通
で
あ
る
。

ま
ず
、
使
用
年
限
に
達
し
た
車
両
の
ユ
ー
ザ
ー

が
公
安
局
の
車
両
管
理
所
に
廃
車
手
続
き
の
申
請

を
行
い
、
そ
こ
で
「
廃
棄
証
明
」
を
受
け
る
。
ユ

ー
ザ
ー
は
各
地
の
認
証
解
体
業
者
に
廃
車
と
廃
棄

証
明
を
引
き
渡
し
、
解
体
業
者
は
ユ
ー
ザ
ー
に
対

し
て
廃
車
代
金
を
支
払
い
、「
回
収
証
明
」
を
発

行
す
る
。
そ
の
後
ユ
ー
ザ
ー
は
車
両
管
理
所
へ
回

収
証
明
と
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
持
参
し
、
車
両

抹
消
と
養
路
費
（
道
路
建
設
・
維
持
費
）
停
止
の

道
路
建
設
・
維
持
費
）
停
止
の

）
停
止
の

手
続
き
を
済
ま
せ
る
。

認
証
解
体
業
者
で
は
、
五
大
品
目
の
破
砕
処
理

お
よ
び
廃
車
の
解
体
処
理
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、

車
体
ガ
ラ
や
五
大
品
目
な
ど
の
鉄
屑
・
非
鉄
金
属

屑
は
製
鉄
・
非
鉄
金
属
メ
ー
カ
ー
に
、
廃
タ
イ
ヤ
、

廃
バ
ッ
テ
リ
ー
な
ど
は
政
府
認
定
の
専
門
処
理
業

者
に
、（
五
大
品
目
以
外
の
）
中
古
部
品
は
部
品

商
や
修
理
業
者
、
一
般
ユ
ー
ザ
ー
な
ど
に
、
そ
れ

ぞ
れ
有
償
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に

残
っ
た
廃
棄
物
は
埋
立
処
理
さ
れ
る
。
な
お
、
解

体
業
者
に
お
け
る
売
上
比
率
は
、
地
域
に
よ
っ
て

も
異
な
る
が
、
金
属
屑
な
ど
の
再
生
資
源
売
上
が

六
〜
九
割
、
中
古
部
品
売
上
が
一
〜
四
割
と
な
っ

て
い
る
。
傾
向
と
し
て
は
、
大
都
市
ほ
ど
中
古
部

品
販
売
の
割
合
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

●
山
積
す
る
課
題

以
上
の
よ
う
な
制
度
設
計
が
行
わ
れ

て
い
る
も
の
の
、
廃
車
の
流
通
や
解
体

業
界
に
は
数
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
廃
車
政
策
の
立
案
を

担
当
し
て
い
る
中
国
自
動
車
技
術
研
究

セ
ン
タ
ー
で
は
、
主
要
な
問
題
と
し
て
、
解
体
業

者
に
お
け
る
規
範
化
さ
れ
て
い
な
い
解
体
処
理
技

術
、
廃
車
に
含
ま
れ
る
有
害
物
質
に
関
す
る
未
熟

な
専
門
処
理
技
術
、
五
大
品
目
や
車
両
再
組
立
の

横
行
な
ど
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
解
体
工

場
に
お
け
る
火
災
等
の
安
全
問
題
、
有
害
物
質
の

漏
出
に
よ
る
環
境
問
題
、
低
水
準
の
中
古
部
品
リ

ユ
ー
ス
と
い
っ
た
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

そ
れ
ら
の
背
景
と
し
て
、
廃
車
回
収
解
体
市
場
の

混
乱
と
解
体
業
者
の
事
業
水
準
の
低
さ
、
政
府
の

政
策
執
行
能
力
と
現
状
把
握
の
不
足
、
廃
車
情
報

管
理
の
不
全
、
現
行
の
三
○
七
号
令
に
よ
る
部
品

リ
ビ
ル
ト
産
業
の
発
展
阻
害
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー

に
お
け
る
リ
サ
イ
ク
ル
設
計
の
欠
如
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
。

紙
面
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
全
て
を
取
り
上
げ
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
筆
者
が
現
場
を

巡
っ
て
特
に
重
要
と
感
じ
た
問
題
を
二
点
の
み
述

べ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
一
部
の
大
都
市
に
は
先
進
国
並
み
の

優
れ
た
解
体
工
場
が
存
在
し
て
い
る
（
あ
る
い
は

建
設
が
進
ん
で
い
る
）
が
、
国
内
の
大
半
の
解
体

業
者
で
は
原
始
的
な
解
体
処
理
技
術
の
下
で
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る
（
写
真
参
照
）。
お
お
よ
そ
、

参
照
）。
お
お
よ
そ
、

）。
お
お
よ
そ
、

日
本
の
一
九
六
○
〜
七
○
年
代
の
状
況
に
近
い
。

認
証
業
者
で
さ
え
、
解
体
作
業
場
に
は
屋
根
が
な

く
、
床
も
舗
装
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。

剥
き
出
し
の
地
面
に
は
黒
い
オ
イ
ル
跡
が
に
じ
ん

で
お
り
、
解
体
屑
が
散
乱
し
て
い
る
。
作
業
場
自

体
は
広
い
の
だ
が
、
解
体
処
理
効
率
を
考
え
た
レ

イ
ア
ウ
ト
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
廃
車
が

廃車台数 認証解体業者数
北京 31,243     8
天津 18,051     1
河北 15,742   12
山西 3,787   12
内蒙古 22,799   12
遼寧 17,613   15
吉林 3,528   10
黒竜江 10,037   14
上海 58,854     4
江蘇 34,469   15
浙江 22,234   13
安徽 8,137   18
福建 9,037   11
江西 6,088   16
山東 33,039   14
河南 20,462   18
湖北 18,127   15
湖南 17,379   15
広東 132,791   24
広西 7,836   15
海南 242     2
重慶 8,746     2
四川 31,332   22
貴州 4,696   10
雲南 10,238   17
チベット 728     1
陝西 4,007   10
甘粛 6,988   11
青海 539     7
寧夏 819     4
新疆 2,437   11
合計 562,025 359

表 1�　2005 年の廃車台数
および認証解体業者数

（出所）『中国汽車工業年鑑』等をも
とに筆者作成。
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運
び
込
ま
れ
、
数
人
の
作
業
員
が
取
り
付
き
、
手

数
人
の
作
業
員
が
取
り
付
き
、
手

作
業
員
が
取
り
付
き
、
手

作
業
で
素
朴
な
工
具
を
使
っ
て
解
体
し
て
い
く
。

現
地
調
査
し
た
際
に
日
本
の
同
業
者
に
感
想
を
聞

く
と
、
切
断
作
業
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
効
率

が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
ン
ガ
ス
や

廃
油
廃
液
に
つ
い
て
も
、
日
本
で
は
ど
の
解
体
業

者
も
徹
底
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
中
国
で
は
そ
れ

ら
の
回
収
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
（
運
び
込

ま
れ
た
時
点
で
、
フ
ロ
ン
ガ
ス
が
抜
け
て
い
た
り
、

エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル
が
空
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
廃

車
も
多
い
よ
う
で
あ
る
）。
ま
た
、
中
古
部
品
に

つ
い
て
も
、
敷
地
内
に
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
廃
車
か

ら
外
部
の
業
者
が
も
ぎ
取
っ
て
い
く
の
が
ほ
と
ん

ど
で
、
専
用
の
倉
庫
は
あ
る
も
の
の
内
部
は
乱
雑

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
先
進
国
の
よ
う
な
中
古

部
品
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
は
存
在
し
て
い
な
い
。

環
境
保
全
や
中
古
部
品
回
収
に
対
す
る
経
営
陣

の
意
識
は
む
し
ろ
高
い
の
だ
が
、
肝
心
の
現
場
や

技
術
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。
今
後
は
廃
車
発
生
量
も
急
増
す
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
は
た
し
て
そ
れ
に
十
分
対
応
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
を
覚
え
る
。
こ
う

し
た
現
状
を
見
る
と
、
や
は
り
先
進
国
の
協
力
の

必
要
性
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
資
金
的
援
助
は

と
も
か
く
と
し
て
も
、
解
体
処
理
や
中
古
部
品
管

理
・
流
通
に
関
す
る
技
術
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
移
転
、

積
極
的
な
教
育
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
リ
サ
イ
ク

ル
先
進
国
側
の
責
務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
違
法
な
解
体
業
者
や
廃
車
お
よ
び
五

大
品
目
の
違
法
な
取
引
市
場
と
い
っ
た
、
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
の
存
在
で
あ
る
。
冒
頭
で

二
○
○
五
年
の
廃
車
台
数
と
し
て
約
五
六
万
台
と

紹
介
し
た
が
、
こ
れ
は
正
規
な
手
続
き
を
経
て
認

証
解
体
業
者
で
回
収
さ
れ
た
数
値
で
あ
ろ
う
と
推

察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
約
五
六
万
台
が
フ
ォ
ー
マ

ル
・
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
廃
車
流
通
量
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
生
産
台
数
や
保
有
台
数
か
ら
計

算
さ
れ
る
同
年
の
推
定
廃
車
台
数
は
約
一
○
四
万

台
で
あ
る
。「
公
式
」
統
計
の
約
五
六
万
台
と
こ

の
数
値
の
差
異
を
ど
う
解
釈
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ

う
か
。
廃
車
統
計
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
分
析

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
差
異
の
あ
る
程

度
の
部
分
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
に
お

け
る
廃
車
流
通
量
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

実
際
に
違
法
業
者
が
ど
れ
く
ら
い
存
在
し
て
い

る
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
業
界
関
係
者
に
よ
る

と
、
少
人
数
で
組
織
さ
れ
て
行
動
す
る
ケ
ー
ス
が

多
く
、
い
く
ら
当
局
が
取
り
締
ま
っ
た
と
し
て
も
、

雨
後
の
筍
の
ご
と
く
次
々
と
発
生
し
て
く
る
と
い

う
。
彼
ら
は
違
法
に
入
手
し
た
廃
車
を
解
体
し
て

五
大
品
目
を
闇
市
場
に
お
い
て
高
値
で
売
り
さ
ば

き
、
車
両
の
再
組
立
を
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
、

大
き
な
不
正
利
益
を
あ
げ
て
い
る
。
当
然
、
環
境

対
策
や
安
全
性
な
ど
は
全
く
お
か
ま
い
な
し
で
あ

る
。
彼
ら
は
大
き
な
不
正
利
益
を
背
景
に
、
認
証

業
者
よ
り
も
廃
車
を
よ
り
高
い
価
格
で
買
い
取
っ

て
い
る
。
乗
用
車
で
あ
れ
ば
、
認
証
業
者
で
は
一

台
三
○
○
〜
四
○
○
元
と
い
う
政
府
指
定
の
価
格

で
買
い
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
違
法
業
者

は
そ
の
五
倍
近
い
価
格
で
取
引
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
結
果
、
認
証
業
者
で
は
廃
車
を
思
う
よ
う
に

で
は
廃
車
を
思
う
よ
う
に

は
廃
車
を
思
う
よ
う
に

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
経
営
に
大
き
な

支
障
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
地

域
に
よ
っ
て
は
、
域
内
で
発
生
し
た
廃
車
の
う
ち
、

約
三
○
％
ほ
ど
し
か
認
証
業
者
が
回
収
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
単
に
個
々
の
違
法
業
者
の
行
為
が
問

題
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ

ク
タ
ー
が
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
を
強
く
圧
迫

し
、
制
度
自
体
が
想
定
ど
お
り
に
機
能
し
て
い
な

い
と
い
う
構
造
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
違
法
組
立
車
に
よ
る
交
通
事
故
も
多
く
、

大
気
汚
染
へ
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

●
新
た
な
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
登
場

二
○
○
六
年
二
月
に
、
発
展
改
革
委
員
会
・
科

学
技
術
部
・
環
境
保
護
総
局
は
、
持
続
可
能
な
発

展
を
実
現
し
、
環
境
を
保
護
し
、
資
源
効
率
を
高

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
三
二
条
か
ら
成
る

「
自
動
車
製
品
回
収
利
用
技
術
政
策
」
を
公
布
し

た
。
こ
の
「
技
術
政
策
」
は
、
自
動
車
の
設
計
・

。
こ
の
「
技
術
政
策
」
は
、
自
動
車
の
設
計
・

こ
の
「
技
術
政
策
」
は
、
自
動
車
の
設
計
・

製
造
・
販
売
と
い
う
動
脈
産
業
か
ら
、
修
理
・
整

備
・
解
体
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
静
脈
産
業

ま
で
を
包
括
し
て
お
り
、
３
Ｒ
の
原
則
の
も
と
で
、

自
動
車
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
チ
ェ
ー
ン
全
体
に
わ
た

っ
て
材
料
や
部
品
の
リ
ユ
ー
ス
率
、
リ
サ
イ
ク
ル

率
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
。
そそ

の
意
味
で
、「
技
術
政
策
」
は
中
国
版
の
自
動
車

リ
サ
イ
ク
ル
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う
な

。
次
の
よ
う
な

次
の
よ
う
な

三
段
階
の
具
体
的
目
標
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
第

一
○
条
）。

第
一
段
階
。
二
○
○
八
年
か
ら
自
動
車
の
リ
サ

イ
ク
ル
率
の
届
け
出
を
開
始
す
る
。
二
○
一
○
年

公安部門
車両管理所

最終ユーザー

廃車引渡し
政府認証
回収解体業者

廃車ガラ・５大品目等
鉄・非鉄金属メーカー

中古部品市場

各指定処理工場

埋立処分場

中古部品（５大品目以外）

廃バッテリー・廃タイヤ等

最終廃棄物
廃車代金・
回収証明

廃
車
証
明

監
督

５
大
品
目
破
壊
通
知

車
両
登
録
抹
消

図 1　307 号令に基づく中国の廃車回収���体����体�体�

（出所）中国自動車技術研究センター資料をもとに筆者作成。
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に
、
国
産
車
お
よ
び
輸
入
車
の
指
定
の
車
種
に
関

し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
率
（
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
な
材

料
が
車
両
全
体
の
重
量
に
占
め
る
割
合
）
を
八
○

〜
八
五
％
前
後
と
し
、
一
部
の
部
品
を
除
き
、
鉛
、

水
銀
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
六
価
ク
ロ
ム
の
使
用
を
制

限
す
る
。

第
二
段
階
。
二
○
一
○
年
に
、
全
て
の
国
産
車

お
よ
び
輸
入
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
を
九
○
％
前
後

と
し
、
再
生
材
料
の
利
用
率
を
八
○
％
と
す
る
。

第
三
段
階
。
二
○
一
七
年
に
、
全
て
の
国
産
車

お
よ
び
輸
入
車
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
を
九
五
％
前
後

と
し
、
再
生
材
料
の
利
用
率
を
八
五
％
と
す
る
。

総
則
部
分
の
第
一
章
（
一
〜
一
○
条
）
に
続
い

て
、
第
二
章
（
一
一
〜
一
八
条
）
で
は
、
生
産
者

お
よ
び
輸
入
業
者
の
行
為
義
務
と
し
て
、
リ
サ
イ

ク
ル
設
計
の
実
施
、
再
生
部
品
や
再
生
材
料
の
利

用
推
進
、
有
害
物
質
の
削
減
、
必
要
な
設
計
・
車

両
情
報
の
開
示
、
関
連
業
者
と
の
技
術
協
力
な
ど

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
特
に
第
一
六
条
で
は
、
自

動
車
メ
ー
カ
ー
お
よ
び
輸
入
業
者
に
対
す
る
自
社

製
品
の
回
収
と
適
正
な
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
義

務
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
拡
大
生
産
者

責
任
（
Ｅ
Ｐ
Ｒ
）
の
導
入
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
第
三
章
（
一
九

〜
二
三
条
）
で
は
、
自
動
車
の
修
理
・
整
備
段
階

に
お
け
る
再
生
部
品
の
積
極
利
用
や
有
害
物
質
の

管
理
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
従
来
の
中
国
の
廃
車
政
策
で
は
素
材
リ
サ
イ
ク

ル
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
が
、「
技
術
政
策
」

で
は
部
品
リ
ユ
ー
ス
や
リ
ビ
ル
ト
へ
と
重
点
が
移

っ
て
い
る
。
第
四
章
（
二
四
〜
二
七
条
）
で
は
、

中
古
車
や
中
古
部
品
、
廃
車
起
源
の
再
生
素
材
の

輸
入
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
再
生
資
源
と

し
て
利
用
す
る
場
合
に
限
り
廃
車
や
中
古
部
品
の

輸
入
を
認
め
て
い
る
が
、
補
修
用
あ
る
い
は
中
古

車
利
用
と
し
て
の
輸
入
は
依
然
と
し
て
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
最
後
の
第
五
章
（
二
八
〜
三
二
条
）
で

は
、
廃
車
回
収
・
解
体
処
理
に
つ
い
て
規
定
さ
れ

て
お
り
、
処
理
設
備
の
高
度
化
・
大
規
模
化
を
図

る
こ
と
で
、
適
正
処
理
の
一
層
の
推
進
と
素
材
回

収
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
効
率
化
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

「
技
術
政
策
」
は
今
後
の
中
国
の
自
動
車
リ
サ

イ
ク
ル
制
度
を
確
立
し
て
い
く
う
え
で
の
基
本
法

で
あ
る
。
す
で
に
そ
れ
に
合
わ
せ
た
個
別
の
政
策

や
取
り
組
み
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

廃
車
解
体
技
能
士
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
始
さ

れ
て
お
り
、
各
認
証
業
者
で
は
作
業
員
を
送
り
出

し
て
い
る
。
環
境
保
護
総
局
で
も
解
体
工
場
の
技

術
・
環
境
基
準
を
策
定
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
堅
持
し
て
き
た
五
大
品
目
の
破

壊
処
理
も
、
今
後
は
解
禁
さ
れ
て
い
く
方
向
で
検

討
が
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
機
能
部
品
の
リ
ビ
ル

ト
事
業
も
推
進
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
数
年
前

か
ら
、
エ
ン
ジ
ン
や
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
リ

ビ
ル
ト
工
場
が
試
験
的
に
稼
動
し
て
い
る
。
さ
ら

試
験
的
に
稼
動
し
て
い
る
。
さ
ら

的
に
稼
動
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
自
動
車
の
使
用
年
限
制
度
も
、
マ
イ
カ
ー
に

つ
い
て
は
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
今
後
数
年
の
う
ち
に
新
た
な
自

動
車
リ
サ
イ
ク
ル
体
系
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。

●
お
わ
り
に

中
国
国
務
院
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
二
○

二
○
年
に
は
保
有
台
数
が
一
億
二
○
○
○
万
台
に

達
す
る
と
い
う
予
測
を
出
し
て
い
る
。
近
い
将
来

に
は
、
中
国
国
内
の
廃
車
台
数
は
数
百
万
台
の
規

中
国
国
内
の
廃
車
台
数
は
数
百
万
台
の
規

国
内
の
廃
車
台
数
は
数
百
万
台
の
規

模
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
現
時
現
時

点
の
中
国
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
は
ま
だ
ま
だ
発

中
国
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
は
ま
だ
ま
だ
発

展
途
上
の
段
階
に
過
ぎ
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
分
野
に
お
け
る
先
進
国
側
の
積
極
的
な
協
力

が
期
待
さ
れ
る
。
中
国
の
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
が

は
た
し
て
規
範
化
さ
れ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は

よ
り
混
沌
と
な
り
問
題
が
深
刻
に
な
っ
て
い
く
の

か
、
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
国
際
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
言
う
と
、

い
ず
れ
は
中
国
を
中
心
に
、
日
本
を
含
む
近
隣
諸

国
と
の
間
で
中
古
車
や
中
古
部
品
の
貿
易
が
（
合

法
・
非
合
法
を
含
め
）
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
と
き
こ
そ
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
本
格

的
な
「
自
動
車
国
際
リ
サ
イ
ク
ル
」
が
始
ま
る
と

い
え
よ
う
。
そ
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
備
え
、
今

の
段
階
か
ら
国
際
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
ル
ー
ル

作
り
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

（ 

ひ
ら
い
わ　

ゆ
き
ひ
ろ
／
桜
美
林
大
学
非
常

勤
講
師
）
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